
                        令和６年４月   

東京都立深川高等学校 

卒業生の皆様へ 

 

令和７年度  独立行政法人 日本学生支援機構 奨学生予約採用の申込みについて 

（大学・短大・専修学校等専門課程・海外大学） 
 

この奨学金は、大学等に進学してから借りる奨学金を、現時点で予約申請するものです。 

申込みを希望する方は、経営企画室窓口で書類を受領し、期限までに申込手続をしてください。 

進学先の大学等でも申込みは可能です。高校での申込みは今回の１回のみです。 

記 

１ 申込資格 

令和７年度に大学・短大・専修学校専門課程・海外大学（以下「大学等」と言う。）へ進学する希望 

をもっている者で、次の項目に該当する者。 

① 令和７年３月に高等学校を卒業予定の者。 

② 高等学校を卒業後、２年以内の者（大学等に入学したことのある者は除く。）。 

 

２ 奨学金の種類 

(１)給付型奨学金（返還不要）   

 ※「高等教育の修学支援制度（住民税非課税・準ずる世帯の学生に、給付型奨学金と併せて大学授業

料や入学金を支援する制度）」については、文部科学省の特設サイトをご確認ください。 

(２)貸与型奨学金（返還必要） 貸与型は、大学卒業後、生徒本人が返還しなければなりません。 

① 第一種奨学金予約･･･利子なし （詳細は日本学生支援機構ホームページでご確認ください） 

② 第二種奨学金予約･･･利子あり （月額貸与2～12万円から選択） 

③ 入学時特別増額貸与奨学金予約･･利子あり（①、②との併用貸与のみ申込可 10～50万円） 

  ＊海外大学進学時に利用できる奨学金は、第二種奨学金(+入学時特別増額貸与奨学金)に限ります。 

 

３ 申込基準 

(１)給付型奨学金 

【学力基準】･･･下記ア・イのいずれかに該当すること。 

ア １年から申込時までの高校の全履修科目の評定平均値が５段階評価で3.5以上である者 

イ 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を

有すること（学修意欲等の確認は、レポートの提出による） 

【収入基準】 詳細は日本学生支援機構ホームページでご確認ください。 

第Ⅰ区分：本人（生徒）と生計維持者の市町村民税所得割が非課税 

第Ⅱ区分：本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計 100円以上 25,600円未満 

第Ⅲ区分：本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計 25,600円以上 51,300 円未満 

第Ⅳ区分：本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計 51,300円以上 154,500 円未満 

     (本人の状況によって支援内容が変更となります。詳細は日本学生支援機構ホームページ参照) 

※支給額算定基準額＝課税標準額×6％－（市町村民税調整控除額＋市町村民税調整額）（100 円未満切捨）  

【資産基準】本人と生計維持者の資産合計が一定額未満 

 

 

 



(２)貸与型奨学金    

① 第一種奨学金･･･下記ア・イのいずれかに該当すること。 

ア １年から申込時までの高校の全履修科目の評定平均値が５段階評価で3.5以上である者で、家計

が日本学生支援機構の定める基準内である者 

イ 下記の1～3のいずれかの条件に該当し、かつ、将来社会で自立し、及び活躍する目標をもって、

進学しようとする大学等における学修意欲を有すること（学修意欲等の確認は、レポートの提出

による） 

  １：生計維持者(原則父母)の貸与額算定基準額(日本学生支援機構ホームページ参照)が０円である。 

  ２：生計維持者(原則父母)が生活保護を受給している 

  ３：「社会的養護を必要とする人」(日本学生支援機構ホームページ参照)である 

②第二種奨学金 

  申込基準）次のア～ウのいずれかに該当する者で、家計が日本学生支援機構が定める基準内である者。 

   ア １年から申込時までの全履修科目の学習成績が平均水準（平均評定３．０程度）以上である 

   イ 特定の分野において、特に優れた資質能力を有すると認められる 

   ウ 大学等における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる 

４ 申請書類の配布 （窓口受取もしくは郵送にて配布します）  配布期限５月１７日 

(１)窓口配布  申請書類を経営企画室窓口で配布します。（窓口受付時間 月～金 9時～16時 30分） 

(２)郵送希望の方  

郵送料自己負担になります。申込書類送付用のレターパックプラス（520 円）を各自購入し、「お届け 

先」欄に自分の住所・氏名を記入した上、２つ折りにして角２封筒に入れて学校に送ってください。 

その際に、Ａ４の用紙に「日本学生支援機構奨学金の申込書希望」と記載し、 

卒業年月・卒業時のクラス・氏名・連絡先電話番号を記載して同封してください。 

【宛先】 〒135-0016 東京都江東区東陽5－32－19 都立深川高等学校 経営企画室担当 

 ※ 在校生（３学年）は、学校での窓口配布となります。 

                                                

５ スケジュール等  

  スカラネット（インターネット）に入力（入力期限：５月31日まで）し、 

入力後１週間以内に「マイナンバー関係書類」を日本学生支援機構に郵送し、 

「マイナンバー以外の申込書類」を、６月７日(金)までに学校窓口に提出してください。 

（持参もしくは簡易書留で郵送してください。）採用の結果が届くのは11月下旬頃の予定です。 

 

６ 制度、内容に関するお問い合わせ先   

◎奨学金制度や必要書類、入力方法等に関する一般的な問合わせ先 

 「日本学生支援機構奨学金相談センター」  

 ０５７０－６６６－３０１（平日９時～２０時） 

◎マイナンバーの提出方法に関する問合わせ     ※マイナンバー以外の内容には対応不可 

「マイナンバー提出専用コールセンター」 

  ０５７０－００１－３２０（平日９時～１８時）          

【学校の問い合わせ先】 東京都立深川高等学校 経営企画室 日本学生支援奨学金担当 

〒135-0016 東京都江東区東陽5－32－19   ℡03-3649-2101 

     （受付時間 祝日を除く月～金 ９時～17時） 


